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方針２ ： 安全性や経済性を重視した計画的かつ適切な施設保全による 

      公共施設等の「長寿命化」を推進します。 

方針１ ： 社会情勢・市民ニーズの変化や財政状況に対応した持続可能な

公共サービスの提供に向けて、公共施設の「再編」を推進します。 

4  基本方針 

本市の公共施設等を取り巻く現状と課題を踏まえ、今後、公共施設等に関するマネジメントを推進

していくための基本方針と取組方策を以下のとおり定めます。 

なお、公共施設とインフラ施設では、マネジメントの手法が異なる部分があることから、取組方策ごと

に対象を明示しています。 

 

 

 

 

a） 市民ニーズや地域の状況に対応した「公共サービスの適正化」 

 取組方策① ： 公共サービスの現状把握   

 取組方策② ： 地域に対応した公共サービスの見直し   

 取組方策③ ： 市民との情報共有    

   

b） 施設の規模縮小・機能集約（統廃合、複合化）による「総量の抑制」 

 取組方策① ： 施設機能の集約化の検討   

 取組方策② ： 施設の有効活用による市民サービスの向上   

 取組方策③ ： 公有地の売却等による資産活用   

   

c） 「総量の抑制」に向けたルールづくり 

 取組方策① ： 施設総量の抑制につながる方策検討の原則化  

 取組方策② ： 施設の有効活用方策の原則化  

 取組方策③ ： ライフサイクルコストの縮減に配慮した施設整備の推進  

  

 

 

 

a) 安全かつ効果的な保全の実施 （予防的な保全） 

 取組方策① ： 劣化状況に応じた予防的な保全の推進   

 取組方策② ： 保全システムの導入による保全の推進    

 取組方策③ ： 保全マニュアルの整備   

   

b) 計画的な保全による長寿命化（戦略的な保全） 

 取組方策① ： 中・長期保全計画に基づく計画的な保全業務の推進   

 取組方策② ： 施設の再編と連動した戦略的な保全の推進  

   

c) 施設機能の維持・向上（改良的な保全） 

 取組方策① ： 社会的要請に対応した施設機能の向上   
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b） 施設の規模縮小・機能集約（統廃合、複合化）による「総量の抑制」 

取組方策① ： 施設機能の集約化の検討 【対象：  】 公共施設

・ 利用状況に見合った施設規模の縮小、複数の施設の同様な機能の統廃合、既存施設の余

剰スペースの活用による複合化等、総量の抑制に繋がる施設機能の集約化の可能性を長期

的な視点をもって検討します。 

・ 施設機能を集約することで、ロビー、通路、設備等の共用化による施設規模の縮小や保全

業務の一括発注による効率化等が期待できることから、維持管理費の削減を図ります。 

取組方策② ： 施設の有効活用による市民サービスの向上 【対象：  】 公共施設

・ 市民サービスや施設利用の観点から、一か所で複数のサービスが利用できる複合化により、

利便性の向上や施設利用者間の交流等が期待できることから、相乗効果が発揮できる組合

せの検討を進めます。 

取組方策③ ： 公有地の売却等による資産活用 【対象：  】 公共施設

・ 統廃合等によって閉鎖する施設は、他の用途としての利用の可能性を検討した結果、行政

目的で利用する見込みがなく売却に支障がないと判断できる場合は、建物としての利用価値

の有無により、賃貸や建物付売却、あるいは解体後の土地貸付や売却を行います。 
 

c） 「総量の抑制」に向けたルールづくり 

取組方策① ： 施設総量の抑制につながる方策検討の原則化 【対象：  】 公共施設

・ 公共施設の総量は、原則として、マネジメント基本方針策定時（平成 27 年 3 月末現在）の保

有水準以下とすることを目標とします。そのため、施設整備に際しては、他の公共施設の余剰

スペースや民間施設の活用等の可能性について検討します。 

・ 施設整備に際しては、長期的な視点をもって、施設総量の抑制につながる以下のような検討

を行います。 

 適正規模（利用者数等に応じたダウンサイジングの可能性検討） 

 施設の多機能化による規模縮小（施設の複合化の可能性検討） 

 近隣施設との複合化（長期的視点に立った可能性検討） 

 近隣市の類似施設の活用（長期的視点に立った可能性検討） 

 同一機能施設による統合化（施設の統廃合の可能性検討） 

 民間活力の活用（民間建物の賃借の可能性検討）   など 

取組方策② ： 施設の有効活用方策の原則化 【対象：  】 公共施設

・ 施設整備に際しては、今後の市民ニーズの動向を見極め、施設に対する需要の変動が予想

されるか否かの検討を予め行い、変動が予想される場合は、使用期間内での用途変更を当

初から想定することで、計画的な保全による長寿命化の推進と併せて、新たな施設整備の抑

制を図ります。 

取組方策③ ： ライフサイクルコスト＊の縮減に配慮した施設整備の推進【対象：  】 公共施設

・ 施設整備に際しては、初期投資のみならずライフサイクルコストに着目した検討を原則としま

す。ライフサイクルコストに占める初期投資（建設費）の割合は、全体の 10～30％程度に過ぎ

ないとされている点を踏まえると、そのコストの縮減が有効な方策であると認識できることから、

その方策の検討に取り組みます。  

＊ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）・・・建物の建設費用だけでなく、設計費用、保全費用、解体費用等も含めたトータルコスト 
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を施すことで

能の経年劣

と連動した「戦

請に応える「改

図ります。 

の機能や性能を
く使用できるよう

たり、建物を使

の耐用年数や

ができるように

表 28 目標使

鉄筋コ

鉄骨鉄

重量鉄

ブロッ

】 

予防的な保全や

住宅等長寿命

施設長寿命化

内の数字を目

能劣化への対

い使用年数で

どが、不具合

寿命を短くす

増加につなが

関わることも想

イクルコストを

で故障や不具

劣化防止を

戦略的な保全

改良的な保全

を常に把握し、劣
うにすること。

使用する期間

や工法の選択

になります。

使用年数の

コンクリート造

鉄筋コンクリー

鉄骨造 

ック造、れんが

80 年 

60 年 

や長寿命化改

命化計画（平成

化計画（平成 2

目標使用年数

対応状況、それ

での更新を行う

 

合が生じてか

るだけでなく

がるなど、財政

想定されます

を縮減するた

具合を未然に

目標とする「

全」【②-b（P2

全」【②-c（P

劣化の状態を予

間の目安とな

択を適正に判

設定 

構造種別

ート造 

が造 

軽

改修の効果が期

成 24 年 2 月）」

9 年 3 月予定

とする。 

れに対する費用

ことも可能とす

から修繕等を

く、対応が遅

政負担にも大

す。 

ためには、「予

に防ぐ必要が

「予防的な保

26）】及びバ

P27）】の三つ

予測した上で、

なる「目標使用

判断でき、計

別 

量鉄骨造 

50 年 

40 年 

期待できない

」によるものとす

定）」によるもの

用対効果等を

する。 

行うという対

遅れたために

大きな影響を

予防保全＊」

があります。

保全」【②-a

リアフリーや

つの視点を踏

予防的な処置

用年数」を設

計画的な保全

木造 

80(50)年 

60(40)年 

いため、Ｃの目

する。 

のとする。 

を総合的に判

対

に

を

a

や

踏

置

設

全

判
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図表 29 目標使用年数の設定に応じた計画的な保全のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ※上記イメージは、目標使用年数をＡ及びＢは 80 年、Ｃは 60 年とした場合を示す。 

竣工

予防保全

予防保全

竣工

長寿命化改修

事後保全

予防保全
不具合の発生

廃止または建替え

（建設後80年）

A：予防的な保全が効果的な建物

B：長寿命化改修が効果的な建物

廃止または建替え

（建設後80年）

×

×

不具合の発生

事後保全

予防保全

（大規模修繕） 予防保全

（大規模修繕）

竣工

事後保全

不具合の発生

C：上記以外の建物

廃止または建替え

（建設後60年）

×

不具合の発生

事後保全

経過年

経過年

経過年

社会的要求水準（耐震、バリアフリー、省エネなど）

社会的要求水準（耐震、バリアフリー、省エネなど）

社会的要求水準（耐震、バリアフリー、省エネなど）

事後保全

不具合の発生

15 30 45 60 75

15 30 45 60 75

15 30 45 60 75

基

本

性

能

基

本

性

能

基

本

性

能

改良的保全 改良的保全

改良的保全

〔
機
能
向
上
〕

〔
維
持
保
全
〕

〔
機
能
向
上
〕

〔
維
持
保
全
〕

〔
機
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上
〕

〔
維
持
保
全
〕



 

② 

a) 

取

 

 

 インフラ施イ

公共施設

きた施設の

公営企業の

取組方策 

安全かつ効

取組方策①

・ 施設の劣

画保全」、

 基本的に

後保全」で

民サービス

り、これらの

要です。 

保

Ａ 予防

 

a 時間

b 状態

Ｂ 事後

 

・ 建物の修

性や手法を

 なお、点検

制限するな

・ インフラ施

ル、診断の

全の必要性

施設について

設のような複

の修繕・更新

の経営戦略等

効果的な保全

①：劣化状況に

劣化状況に応

「b 状態監視

には、劣化の

でも問題ない

スに対する影

の手法を適切

保全手法 

防保全 

間計画保全 

態監視保全 

後保全 

修繕等を進め

を判断し、建

検等において

など安全性を

施設について

の実施により

性や手法を判

 

て 

複合化や用途

新をしていくこ

等に基づき、

全の実施 （予

に応じた予防

応じた保全手

視保全」）と「Ｂ

状況を予測

い場合があり

影響等を考慮

切に組み合

図

劣化や機

止するため

期的な修

劣化の進

態を把握

法的な措

態監視を行

劣化や機

以下のよう

・ 異常、故

換等の

影響が

・ 部材等

い。 

・ 部材等

できる。

めていく際には

建物の機能・性

て人命に関わ

を確保するも

ては、施設ご

施設の劣化

判断し、継続
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途変更、廃止

ことに重点を置

、計画的な保

予防的な保全

防的な保全の

手法には、図表

Ｂ 事後保全

測して進める「

ます。したが

慮し、劣化した

わせて保全

図表 30 保全

機能停止等に

め、予防的な

繕・更新を実

進行や拡大に

握し、その兆候

措置を実施す

行う。 

機能停止等を

うな場合は、

故障、不具合

の範囲で済み

小さい。 

等の修繕・更新

等を必要な量

 

は、日常点検

性能を長期に

わるような危

のとします。

ごとの特性を考

化や損傷の程

続的に健全性

等の取組が

置き、各施設

保全を行って

全） 

の推進 【対象

表 30 に示す

全」があります

「予防保全」

がって、安全性

た部位に応じ

全を進める「予

全手法と対処

対処

により、建物全

な保全の観点

実施する。 

によって深刻

候に対して適

する。各部材等

を発見次第、適

事後保全で

合の発生に

み、設備機器

新が短時間

量だけストック

検や法定点検

にわたって維

険性が認め

 

考慮した適切

程度を把握し

性や安全性を

適さないこと

設の長寿命化

ていくことを目

象： 公共施

すとおり、「Ａ 

す。 

が有効です

性の確保や

じて、保全手

予防的な保全

処方針 

処方針 

全体に重大な

点から耐用年

な状況にな

適切な修繕等

等の修繕・更

適宜、修繕・

でも特に問題な

対して設備機

器等の構成上

で行える構

クすること又は

検結果を活用

維持することを

られた場合は

切な管理、定

し、施設の特

を保つことを

とから、これま

化に関する計

目指します。 

 設 インフラ

予防保全」

すが、部位によ

や建物全体へ

手法を選択す

全」を進めてい

な被害が及ぶ

年数等を考慮

なる前に、点検

等を早めに行

更新の周期を

更新を実施

ない。 

機器単体や

上、全体機能

造であり、作

は随時購入

用しながら、

を目指します

は、必要に応

定期的な点検

特性や重要度

目指します。

まで整備して

計画あるいは

 】 ラ施設

（「a 時間計

よっては「事

への波及、市

する必要があ

いくことが重

ぶことを防

慮して、定

検により状

行う対症療

を目安に状

施する。 

や部品の交

能に与える

作業性も良

することが

保全の必要

す。 

応じて利用を

検やパトロー

度に応じて保

 

て

は

計

事

市

あ

重

要

を

ー

保
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取組方策②：保全システムの導入による保全の推進 【対象：   】 公共施設 インフラ施設

・ 予防的な保全を進めていくためには、各施設の現状、点検・修繕の履歴等を把握しておく必

要があります。しかし、これまでは、施設に関する情報を所管部署ごとに管理し、管理方法が

ルール化されていないことから、本市が保有する施設全体の状況を把握するのに時間を要す

ることや施設の詳細な部分を正確に把握できないことがあるなど、中長期的、統一的な視点を

もった総合的な管理が不十分な状況にありました。 

  こうした状況を改めるためには、施設に関する情報を電子化し、一元的に管理する保全シス

テム（以下「システム」という。）を導入する必要があります。 

・ 公共施設については、システムを用いて、長期的な修繕計画等の作成や工事の実施時期の

調整等を施設所管部署と財産管理部署や営繕担当部署が適切な役割分担により行うことで、

修繕・更新費用の平準化に向けた取組を総合的かつ計画的に進めていきます。 

・ インフラ施設についても、全体の施設情報を把握し、修繕・更新費用の平準化に向けた取組

を進めていく必要があります。そのため、システムの導入を含めた施設情報の管理方法を十

分検討した上で、計画的な保全を進めていきます。 

取組方策③：保全マニュアルの整備 【対象：  】 公共施設

・ 施設の現状を日常的に確認することが可能な施設管理者が、保全業務を理解し、実践する

ことは、より的確な保全の推進につながります。そのため、保全に関する技術的知識や経験が

少ない職員でも適切な保全を実施できるよう、点検を中心とした保全に関する事項をとりまと

めた「保全マニュアル」を整備していくものとします。 
 

b) 計画的な保全による長寿命化（戦略的な保全） 

取組方策①：中・長期保全計画に基づく計画的な保全業務の推進  

【対象：   】 公共施設 インフラ施設

・ 公共施設等の長寿命化と修繕・更新費用の平準化を図るため、中・長期保全計画に基づい

た保全を推進します。 

・ 公共施設については、システムを活用した概算的な費用予測計画である長期保全計画を作

成し、長期的な費用見込みを把握します。また、工事の実施時期や内容等を調整し、中期財

政計画と連動した実行計画である中期保全計画を作成して全庁的な費用の平準化を図りま

す。 

・ インフラ施設については、その分類ごとに多種多様な特性・機能を有し、施設の保全に当た

っては異なる専門的・技術的な知識を要することから、各施設所管部署で中・長期保全計画

を作成し、計画的な点検、修繕及び更新を行うことで施設の長寿命化や修繕・更新費用の平

準化を図ります。 

取組方策②：施設の再編と連動した戦略的な保全の推進 【対象：  】 公共施設

・ 施設の保全をより効率的かつ効果的に進めていくには、「5 施設類型ごとの基本的な方向

性」（P29～P39）を踏まえた施設の在り方や方向性等、再編の検討結果に基づいて、施設の

更新や長寿命化を図っていくべき建物を絞り込むことで、公共施設総量の抑制、長寿命化、

市民ニーズに応じた施設の有効活用を推進します。  



 

c) 

取

 

 

 

 公（３）

① 

力

上

② 

a） 

取

取

 

施設機能の

取組方策①

・ 施設の保

するように

た施設も、

 大規模修

も図ってい

・ 公共施設

いては、施

いるところ

能の向上に

 特に耐震

等の市民生

・ インフラ施

災害時の被

民生活への

び災害時に

公共施設等の

効率化の考

公共施設等

民間ででき

力の活用方策

上と公共施設

取組方策 

維持管理費

取組方策①

・ これまで施

報の一元管

・ 収集した

業務に係る

取組方策②：

・ 保全業務

見直しなど

す。 

の維持・向上

①：社会的要請

保全には、単

、必要に応じ

社会的要求

修繕や長寿命

いく必要があ

設に関する耐

施設の現状を

ですが、公共

に取り組んで

震化・防災性能

生活への影響

施設のうち、橋

被害・影響を

の影響を最小

における機能

の管理運営の

考え方 

等の管理運営

きることはでき

策の積極的な

設等の管理運

費の削減 

①：施設間の比

施設所管部署

管理により、施

データを施設

る費用や光熱

：保全業務に

【対象： 公

務の品質の安

どの検討を進

 

（改良的な保

請に対応した

に機能・性能

じて改修する

求水準の変化

命化改修を行

ります。 

耐震化・防災

を踏まえ、ライ

共施設として

でいくものとし

能の強化に

響度の高い施

橋りょうや上

を低減させる

小限に留める

能の確保を行

の「効率化」

営に係る費用

きるだけ民間

な導入や市

運営に係る費

比較分析によ

署ごとに行っ

施設間での

設の延床面

熱水費等の維

に係る発注・契

 公共施設 イ

安定と効率化

進め、安全性
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保全） 

た施設機能の

能を当初の状

ることも含まれ

化により性能不

行う際には、様

性能の強化

イフサイクル

ての社会的な

します。 

ついては、多

施設から優先

下水道等の

ことが可能で

るため、耐震

行います。 

用の削減に向

間に任せると

民参画の可

費用の削減の

よる維持管理

ってきた保全

比較・検証が

面積や利用人

維持管理費の

契約方式の効

インフラ施設

化を図るため

性の確保と費

の向上 【対象

状態に保つだ

れます。竣工

不足になって

様々な社会的

化、バリアフリ

ルコストも勘案

な要請への対

多数の市民が

先的に取り組

の施設は、あら

です。災害時

震化等の対策

向けたあらゆ

という考え方の

可能性の検討

の両立を図りま

理費の削減

全について、シ

が可能となりま

人数等で標準

の削減に努め

効率化の検

】 

、発注に係る

費用削減を両

象： 公共施

だけでなく、現

時は、最新の

ている場合が

的要請を踏ま

ー対応、省エ

案しつつ、これ

対応をさらに進

が利用する施

組んでいくもの

らかじめ耐震

時においても

策を計画的に

る検討を進め

の下、指定管

討を進めること

ます。 

【対象： 公

システムを活

ます。 

準化し、比較

めるものとしま

討 

る仕様の標準

両立させた効

 施設 インフラ

現在の使用

の機能・性能

があります。 

まえた機能・

エネルギー

れまでも鋭意

進め、基本的

施設や災害

のとします。 

震化対策を行

、市民の安全

に行い、安全

める必要があ

管理者制度

とで、市民サ

 】 公共施設

活用した施設

較分析を行うこ

ます。 

準化、発注・

効率的な保全

 】 ラ施設

目的に適合

能を備えてい

性能の向上

対策等につ

意進めてきて

的な機能・性

時の避難所

行うことにより

全を守り、市

全性の向上及

あります。 

等の民間活

サービスの向

設に関する情

ことで、保全

契約方式の

全を推進しま

合

い

上

つ

て

性

所

、

市

及

活

向

情

全

の

ま
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b） 施設の利用促進 

取組方策①：利便性の向上 【対象：  】 公共施設

・ 施設の利用促進に向けて、各施設において提供するサービスの対象圏域や地域特性を踏

まえた利用促進方策について検討します。 

具体的には、利用促進方策として以下のような方策が考えられます。 

  利用制限の緩和（施設本来の目的の使用に支障のない範囲での制限の緩和） 

  利用環境の整備（開館日や開館時間の見直し等） 

  利用手続の簡素化（ＩＣＴの活用等） 

  施設情報の提供（ホームページ、E メールの活用による空き情報の提供等） 

 

c） 受益者負担の適正化 

取組方策①：受益者負担の適正化 【対象：   】 公共施設 インフラ施設

・ 公共施設については、施設の目的や利用状況等を踏まえて、利用する者と利用しない者と

の間で負担の公平性を確保するような施設の使用料の設定や減免制度の見直しなど、受益

者負担の適正化を図ります。 

・ インフラ施設のうち利用料金により運営する施設については、将来必要となる経費の見通し

を明確化し、利用料金やサービス規模等の適正化を図ります。 

 

d） 民間活力の活用方策の積極的な導入 

取組方策①：公民連携による維持管理の推進 【対象：   】 公共施設 インフラ施設

・ 民間が効果的かつ効率的に担うことのできるサービスは、積極的に民間に委ねていくものと

し、公民連携（PPP）の積極的な推進を図っていきます。 

・ 公共施設の管理運営については、指定管理者制度の利用の拡充を図るとともに、施設その

ものを民間へ移管することも視野に入れた検討を進めます。 

・ 施設整備に際しては、これまでのように公共が整備し、公共が運営するいわゆる公設公営に

よるものだけでなく、民間のノウハウを活用した公民連携の事業手法の導入の可能性につい

ても検討します。具体的な手法としては、ＰＦＩ事業や公設民営（ＤＢＯ方式）＊等が考えられま

す。 

取組方策②：市民協働のまちづくりの検討 【対象：  】 公共施設

・ 公民館等の市民がよく利用する施設については、長期的な視点をもった地域の在り方を市

民と共に考え、地域住民による施設管理が可能かつ適切な場合には、公共施設が設置され

ている地域の団体を対象とした指定管理者制度の導入又は施設の移管の可能性について

検討を進めます。 

 
＊ＰＦＩ事業は、公共施設等の設計・建設・維持管理・運営について民間資金等を活用して行う手法であり、民間の

ノウハウを活用した質の高い、効率的かつ効果的な公共サービスの提供が期待できる。また、設計・建設・維持

管理・運営費用を事業期間中に事業者に支払うため、財政支出の平準化も図ることができる。一方、ＤＢＯ方式

は、公共が資金調達を行い、施設の設計・建設・運営を包括的に民間に委託する手法である。 
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